
イ調達委員会を設置し、事業年度を
通じた調達の進行管理、一定額以上
つ調達案件の事前審査等を行う。

Э 調達委員会を設置し、年間を通じ
た調達の進行管理や一定額以上の調
達案件の事前審査等を行い、調達の
適正化、透明性の確保及び調達コスト
の削減に努める。

② 調達委員会における年間
を通じた調達の進行管理・事前
審査等により、調達の適正化、
透明性の確保及びコスト削減
に努めたか。

0-定額以上の調達案件については、本部につい
ては「調達委員会」、プロック本部については「契約
審査会」において、契約方式の妥当性、数量、コスト
肖1減の余地はないか等について審査を行い、調達
業務における競争性・透明性の確保及びコスト削減
を図りました。具体的には、実際の契約額は、平成
21年 度調達計画額に対し64%の削減となりました。

O調達委員会については、平成22年 1月 から3月 ま
での間に6回開催し、緊急に調達すべき案件で持ち
回りにより審査を行つたものを含め61件の調達案件
の審査を行いました。また、契約金額が500万円以
上となる随意契約については、事前に、理事長及び
監事に報告する仕組みを導入し、これに基づき適正
な契約に努めました。

評価 :B
(理由)

年金記録問題のため各プロック本
部で調達した倉庫等の調達(1,372

百万円)を 除けば、削減率は91%と
なつています。

Э平成21事業年度は3か月しかな
しヽ中で、調達コストについて、6.4%
肖1減した。
なお、中期計画においては、中期

目標期間中の実績が、計画数値
の合計額の100/6以 上削減となるこ
とが目標とされている。各年度にお
いて10%肖1減が達成できなけれ
ば、その他の年度で10%を上回る
削減を行わなければ目標の達成
が困難となることに鑑みると、今
後、更に努力する必要がある。

③業務の履行にあたって、効率化
や品質の向上が見込める契約に
ついては、複数年契約を締結し合
理的な契約形態を活用したと認め
られる。

ウ 複数年契約等合理的な契約形態
を活用する。なお複数年契約は、中期
目標期間内において行うことを原則と
するが、土地建物、事務機器等の賃
貸借に係る契約、システム開発及び運
用保守に係る契約、業務委託契約、
宿舎管理等の管理保守業務に係る契
約、損害保険契約等において、合理的
と判断されるものについては、中期目
標期間を超えて行うことができることと
する。

Э複数年契約等合理的な契約形態
を活用する。

③ 複数年契約等合理的
約形態を活用したか。

0また、業務効率化や業務品質の向上に効果があ
ると認められるものについては、複数年契約を積極
均に活用することとし、土地建物賃貸借 (文書保管
倉庫)、 オーダリングシステム (消耗品購入)、 年金相
談センターの委託など32件の複数年契約を締結しま
した。

評価 :B
(理由)

旧社会保険庁当時は、国の会計
法に基づき単年度契約によること
が原則でしたが、機構設立後は、
土地建物賃貸借、オーダリングシ
ステム(消耗品購入)年金相談セン
ターの委託など新規に32件の複勢
年契約を締結しました。



:④申‐期計画
b業 務 連 冨 に お Iする公 止

性及び透明性の確保その
他業務運営に関する重要事
項

Ⅳ 栞務通冨における公正世及ひ透
明性の確保その他業務運営に関する
重要事項

Ⅳ 業務連宮における公正性及び透明
性の確保その他業務運営に関する重
要事項

V 粟務通冨における公平憎
及び透明性の確保その他業務
の運営に関する重要事項

(1)内部統制システムの構
築に関する事項
Э コンプライアンス確保や
リスクの未然・再発防止を重
現した内部統制の仕組みを
書築すること。

1 内部統制システムの構築に関する
事項
効率的かつ公正・透明な業務運営の

実現を図るため、業務の有効性・効率
性と法令等の連守に重点を置くととも
に、業務上のリスクを未然に防ぎ、仮
に発生した場合にも迅速に対応し、再
発を防ぐことのできる厳格な内部統制
の仕組みを構築する。また、内部監査
機能を充実し、内部統制の有効性を
検証するとともに、継続的にその改善
を図る。
具体的には、「内部統制システム構

築の基本方針」(業 務方法書第16条 )

に基づき、①コンプライアンスの確保、
②業務運営における適切なリスク管
理、③業務の有効性・効率性の確保、
Э適切な外部委託の管理、⑤情報の
適切な管理及び活用等、⑥業務運営
及び内部統制の実効的な監視及び改
善、OITへ の適切な対応の7つの事項
を柱として、理事会の統括の下で、日
本年金機構の業務の適正を確保する
ための体制〈内部統制システム)を構
築するとともに、継続的にその改善を
図る。

1 内部統制システムの構築に関する
事項
「内部統制システム構築の基本方針」
(業務方法書第16条 )に基づき、効率
的かつ公正・透明な業務運営の実現を
図るため、業務の有効性 .効率性と法
令等の連守に重点を置くとともに、業務
上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生し
た場合にも迅速に対応し、再発を防ぐ
ことのできる厳格な内部統制の仕組み
を構築する。また、内部監査機能を充
実し、内部統制の有効性を検証すると
ともに、継続的にその改善を図る。

1 内部統制システムの構築に
関する事項
・業務上のリスクを未然に防
ぎ、仮に発生した場合にも迅速
に対応し、再発を防ぐことので
きる厳格な内部統制の仕組み
を構築したか。

○内部統制システムの構築については、「内部統制
システム構築の基本方針」に基づき、以下の7つの
事項をその取組の柱と位置づけ、それぞれに対応す
る規程の制定など仕組みを整備しました。

①コンプライアンス確保
コンプライアンス(法令等遵守)確保のための基本的
事項及び体制の適切な構築・役職員のコンプライア
ンスの実践を確保すること目的とした「コンプライアン

う]醍:3交嚢菖基性 貿贅:笥電1翼青 島 釘 靴
た。また、法令違反通報の窓口(内 部及び外部)を設
置しました。

②業務運営における適切なリスク管理
リスク管理の基本的事項及び機構の業務運営にお
ける適切なリスク管理の実践を確保することを目的
とした「リスク管理規程」を策定するとともに、リスク
管理委員会 (委 員長 :日1理事長)を設置しました。

菫2悲銘艤朧親稔拐殺激

驀な,1歿纂尚鰊
にしました。

Э適切な外部委託管理

髄 響 舅 :螺 暑 i菫蠍 ふ]帯
を図るため、標準仕様書や委託業者選定審査チェッ
クリスト、標準契約書などを定めました。

評価 :C■■■ |||‐ ‐

(理 由)

内部統制システムの構築について
は、「内部統制システム構築の基
本方針」に基づき、コンプライアン
ス確保、業務運営における適切な
リスク管理などの7つの事項をそ
の柱と位置づけ、それぞれに対応
する規程のホ1定など仕組みや担
当部署の設置などの整備を行いま
した。
しかしな力くら、いくつかのコンプラ
イアンス上の問題事案が発生する
など、これらの規程や仕組みが全
職員に十分浸透・徹底されたとは
言い難い状況であり、この点につ
いては今後、更なる努力が必要で
あると考えています。

評価119111111111
(理由)

内部統制システムの構築につい
ては、「内部統制システム構築の
基本方針」に基づき、コンプライア
ンスの確保、業務運営における適
切なリスク管理などの7つの事項を
その取組の柱と位置づけ、それぞ
れに対応する規程の制定などの仕
組みは一定程度整備された。

しかしながら、旧厚本社会保険事
務所における「年金記録に係る確
認申立書」が年金記録確認第二者
委員会へ送付されておらず、また、
その一部については記録訂正基
準に基づかない不正な記録訂正
が行われていた事案について、社
会保険庁時代に発生した事案では
あるものの、平成22年 1月 に年金
事務所で把握された後も、平成22

年3月 まで本部に報告がなされな
かつたなど、現状把握の仕組みが
有効に機能していなかった。
さらに、紙台帳とコンピューター記
録との突合せ業務について、突合
せ作業の拠点の設置に係る調達
手続きにおいて、情報管理やコン
プライアンスの観点から問題が
あつた事案も発生したところであ
り、内部統制に係るルールが徹底
されるよう、内部統制システムの強
化を図る必要がある。



こおいて情報が適時適切に伝達されるよう、情
達に係る基本的事項を定めた「情報伝達規

程」を策定するとともに、年金事務所等から本部への
主な情報伝達ルートとして「コンプライアンス問題事
」、『事件・事故・事務処理誤り」、「お客様の声」の

ルートを整備し、それぞれの報告ルール
を定めました。

おける文書の管理についての基本的事項及
事務処理の適正化・能率化を図るとともに、独立
政法人等情報公開法の適正かつ円滑な運用に資
るため「文書管理規程」を策定し、特に、文書の保
期間について、一部の文書を除き、「当面、文
期間を超えても廃案しない」取扱いを定めまし

人情報の適切な管理のための必要な措置を定
個人情報の滅失、き損、漏洩等を防止し、適切
理を図ることを目的とした「個人情報保護管理
」及び「個人情報保護10か条」を策定しました。

・内部監査機能の充実により、 務運営及び内部統制の実効的な監視及び改善 部監査に係る規程等の整備や 内部監査については、23年金事
有効性の検証・継 部監査のための基本的事項及びその活動を円滑 査部職員の所属見直し

改善を図ったか。 かつ効率的に推進することを目的とした「内部監査 立性の向上等内部監査機能を充
及び3事務センターの監査を
した。平成22年 3月 に年金局

が実施したシステム監査では、下規程」を策定しました。また、監査に従事する職員は
全て本部所属とした上で、各プロック本部に駐在す 21年度実地監査で使用するチェ

せました。
である「標準書」や実務を行

ることにより、内部監査をより効率的かつ効果的に

もに、社会保険庁時代に行われていた監査方法から
次の改善を行いました。  .      :

クリストを改善した他年金事務所

「董9貨基肇鵬
ノウハウ等の共有化など監査品質
の向上に努めました。

り、取組の不足が一部に認められ
る。

る体制を整備しました。 されておらず、システム管理要領
等で規定されている業務が実施さ内部策査につぃては、23か所の年金事務所及

の事務センタニに対して実地監査を行うとと を使用した研修実施による監査 ていない状況も見受けられてお

金事務所等に対する実地監査で使用するチェッ研修実施により監査ノウハウの向
クリストについて、より適切かつ効果的監査を可能と
する改善を行いました。

上に努め、全国pプロック本部内
の23ヶ所の年金事務所及び3ヶ

金事務所長等へのヒアリングの機会を設け、現 務センターに対して実効性
場状況の把握に努めるとともに、問題認識の共有化 のある内部監査を実施しました。
目的として意見交換を充実させました。
機構設立以降、各監査グループにおいて監査部

籍悪騎齢菫里1は 監査ノウハウ
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「

●
システムの開発、管理、運用及び保守を実施するた
め必要な事項を定め、もってIT統 制の実現を図ると
ともに、システムリスク及び情報セキュリティヘの適
切な対応に資することを目的とした「システム管理規
程」を策定するとともに、「システム管理要領」、「シス

]お躙 趣 職 Fイ
ポリ洵 な

また、厚生労働省とのシステム開発等に関する協定
書を締結するとともに、厚生労働省と機構の関係者
及び外部有識者からなる「システム開発委員会」に
おいてシステム開発案件について、必要な調整・連
携を実施しました。

特に、コンプライアンス確保やリスク管
理について、その必要性についての機
構の役職員の意識の醸成に重点を置
き、効果的な研修内容の検討・実施を
行う。
また必要な仕組みや体制を整備し、特
に、不正や事務処理誤りなどの業務
上のリスクを未然に防止する観点か
ら、毎年度、リスクアセスメント調査を
実施してリスクを把握し、調査結果に
基づく必要な改善措置を講じる。また、
事務処理誤りの内容については、一
元的に把握し、組織内の情報共有の
徹底を図る。

平成21年度は、特に、コンプライアン
ス確保やリスク管理について、その必
要性についての機構の役職員の意識
の醸成に重点を置き、効果的な研修内
容の検討・実施を行う。また、事務処理
誤りの内容を本部で一元的に把握・管
理し、当該情報を組織内で共有するこ
との必要性について、役職員への周知
を図る。

・平成21年度は特に、コンプラ
イアンス確保やリスク管理の必
要性について、機構の役職員
の意識の醸成に効果的な研修
内容の検討・実施、事務処理誤
りの内容を組織内で情報共有
することの必要性についての役
職員への周知、文書の適切な
管理・保管の徹底を実施した
か 。

窒省言獣稽:ξ鐵惚驚網鸞蒲
言謳腎1淵鮒轟麗渕鸞器壌し見。

讐計
とし騰 峯酔た機 螂

評価 :C
コンプライアンス確保やリスク管理
について、役職員必携等の配布や
各種研修などの取組を実施しまし
た。
事務処理誤りの内容については、
月次で取りまとめ、公表するととも
に機構LANに掲載し、共有を図り
ました。また、複数ある報告ルー
ルのポイントをまとめたサポート・
マニュアルを作成し、全職員に周
知しました。
しかしな力くら、いくつかのコンプラ
イアンス上の問題事案が発生する
など、コンプライアンス確保等の必
要性及び情報共有した事務処理
誤りの活用することについて、全
職員に十分浸透・徹底されたとは
言い難い状況であり、この点につ

考夏:諷な

=Fカ

カく必要であると

なお、文書の管理については、一
部の文書を除き、「当面、文書の
保存期間を超えても廃棄しない」と
いう文書管理規程の定めに従い、
文書管理を行いました。



●
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| 1 轍 1醜勇i翫押棚譜

じコンフライアンス問題争薬への具倅田な対応につ
しヽては、法令違反等通報制度による受付、事件・事
故・事務処理誤り報告、お客様の声報告などの中か
ら、コンプライアンス問題事案としての対応が必要で
あると判断し、リスク・コンプライアンス部を中心に調
査を実施した(調 査中のものを含む)案件は、11件 と
なつています。
【通報制度による受付件数及び調査実績】
◆通報制度受付件数総計 82件 (うち内部からの通
報 :60件 、夕ヽ部からの通報 :22件 )

◆調査が必要であると判断し、調査した11件 の内訳
・法令又は諸規程に違反した疑いのある業務処理

6件
・個人情報保護関連諸規程に抵触する疑いのある
イテ為 1件

。人身事故を伴う交通法規違反行為     2件
。その他法令、諸規程で問題があると疑われる行為

2件

○特に、旧社会保険事務所において、「年金記録に
係る確認申立書が年金記録確認第二者委員会へ送
付されていなかったこと、また、その一部については
記録訂正基準に基づかない不正な記録訂正が行わ
れていたJ事案が判明しましたが、これについては、
調査の上、3月 末に公表しました。このような事案の

1聰 警
酪 職 雛 巣 箱裂聴

42



1917藻線霧肇窟,11,

(2)情報公開の推進に関す
る事項

2情報公開の推進に関する事項
以下の取組により、業務運営の状況

や日標の達成状況、組織や役員に関
する情報を、お客様の視点に立ち、分
かりやすい形で広く適切に公開すると
ともに、法令に基づく情報公開に適切
に対応する。

2情報公開の推進に関する事項 ２

項
情報公開の推進に関する事

評価 B

(理由)

〇年次報告書(アニュアルレポート)

の作成に向け、お客様目線での情
報開示といつた作成の視点を整理
し、その作成に当たり、着手職員に
よるプロジェクトチームの設置に向
けた取組を行つたことなど、着実に
準備を行つた。

〇年金記録問題への取組状況に
ついて、毎週プレス発表やホーム
ページ掲載により公表した等、定
期的に情報提供を行った。

Э「事件・事故・事務処理誤り対応
要領」の制定、不適正事案や事務
処理誤りなどの報告の仕組みを整
備し、原則として全ての事案につし
て、月次で公表したとともに、②重
大事案について必要に応じて調査
し、迅速な1青報公開を行つた。

また、事務処理誤りの再発防止策
についての職員への意見募集結
果を活かして、平成22年 7月 に事
務処理誤り総合再発防止策を取り
まとめた。

○ 他国の先進事例等も参
照し、業務運営の状況や報
酬をはじめとする役員に関
する情報等を、国民の視点
に立って、年次報告書(ア
ニュアルレポート)そ の他の
分かりやすい方法で広く公
開すること。

ア 毎事業年度の年次報告書(アニュ
アルレポート)の作成 ,公表等を行い、
日本年金機構の業務運営、組織及び
報酬をはじめとする役員に関する情報
等を分かりやすい形で、積極的にお客
様に発信する。

Э 平成22年 7月 を目途に公表を行
う、日本年金機構の業務運営、組織及
び報酬をはじめとする役員に関する情
報等につしヽての年次報告書 (アニュア
ルレポート)の作成に向けた準備を行
う。

0年次報告書(アニュアルレ
ポート)の作成に向けた準備を
行つたか。 雪主亨席3締 崎「 こ鼻 財t警署 nttl晟 品

な発想などを採り入れるため、着手職員によるプロ
ジェクトチームを設置して検討を進めることとし、その
メンパーの公募に向けた準備を行いました。(同 プロ
ジェクトチームは平成22年 4月 21日 に発足)

<作成の視点>
・お客様目線での情報開示
・分かりやすい、親しみやすい、日で見る実績報告
・お客様が知りたい1青報の一覧性の確保  ′

評価 :B
(理 由)

アニュアルレポート作成の視点や
おおよその構成案を整理するとと
もに、若手職員によるプロジェクト
チームによる検討を行う方針を決
め、そのメンバーの公募を行うな
ど、着実にその準備を進めました。

〇 年金記録問題への対応
に関する業務の進捗状況等
について、週次、月次等定
期的に情報提供すること。

イ 年金記録問題への対応に関する
業務の進捗状況等について、週次、月
次等定期的に情報提供を行う。

Э 年金記録問題への対応に関する
業務の進捗状況等について、週次、月
次等定期的に情報提供を行う。

2年金記録問題への対応に
関する業務の進捗状況等につ
いて、週次、月次等定期的に情
報提供を行つたか。

D年金記録問題への取組状況については、その進
歩状況を毎週公表(プ レス発表及びホームページに
渇載)しました(平成22年 3月 26日 までに計12回 )。 ま
し、「未統合記録5,095万 件の解明状況」について3
い月ごとに公表することとし、3月 に公表しました。

評価 :A
(理由)

週次の進捗状況がわかるグラフを
添付し、わかりやすい公表に努め
ました。
また、進捗状況の内容によつて
は、その原因調査・分析を行いま
した。

〇 不適正事案や事務処理
誤りなどについて、率先して
調査し、迅速に情報公開す
ること。

ウ 不適正事案や事務処理誤りなど
の報告の仕組みを整備するとともに、
必要に応じて調査し、迅速に情報公開
を行う等、適切に対処する。

③ 不適正事案や事務処理誤りなどの
報告の仕組みを整備するとともに、必
要に応じて調査し、迅速に情報公開を
行う等、適切に対処する。

③ 不適正事案や事務処理誤
りなどの報告の仕組みを整備
するとともに、必要に応じて調
査し、迅速な情報公開を行う
等、適切に対処したか。

Я舅載言瑾T峯亀妻鷺譜罫訂1増堪露云裏毎紀垢ぜ闇1応

億署陽 誓■
月悧 定Ц 同要側 堪 づく対

これらの事案については、同要領に基づき、原則とし

誦 躊訴乱百滅籠筆鉾看轟 2

晶
=言

11競庁習乳公亀罪
引日に、戦22年 2月分を

i:ξ][]ili::][単]ili,1甚
罰][言

評価 :B
(理由)

「事件・事故 ,事務処理誤り対応要
領」の情報伝達ルールを徹底し、
速やかな本部内情報共有を図ると
共に、事案の原則月次全件公表を
行いました。
今後、事案判明から本部報告・公
表までの一連の早期化が課題で
す。



工 業務方法書等の諸規程、役職員
に関する情報、事業計画・報告、その
他日本年金機構法に基づき公表が義
務付けられている情報について、ホー
ムページヘの掲載等により広く適切に
公表する。

④ 業務方法書等の諸規程、役職員に
関する情報、事業計画、その他日本年
金機構法に基づき公表が義務付けら
れている情報について、ホームページ
ヘの掲載等により広く適切に公表す
る。

Э 業務方法書等の諸規程、
役職員に関する情報、事業計
画、その他公表が義務付けら
れている情報について、ホ

=ムベージヘの掲載等により適切
に公表したか。

O日 本年金機構法第51条の規定に基づき公表が義
務付けられる以下の情報をホームベージに掲載しま
した。
・役員の報酬や退職手当、職員の給与や退職手当
などの支給基準(規程)

・中期目標、中期計画、年度計画
・機構の業務運営の基本となる重要な方針(運営方
針、人事方針、業務方法書、お客様へのお約束10か

条、役職員行動規範、内部統制システム構築の取
組方針、個人情報保護管理方針)

・機構の組織 など

Oこの他、契約の状況や運営評議会に関する情報
もホームページに掲載しました。

評価 :B
(理由)

法に定められた各種の公表事項
をはじめ、各種の機構の業務運営
状況をホームページに掲載するこ
とにより、広く適切に公表しまし
た。

業務方法書等の諸規程、役職員に
関する情報、事業計画、その他日
本年金機構法に基づき公表が義
務付けられている情報について
は、ホームページヘの掲載等によ
り広く適切に公表した。

11■ ■ ■ ■
(3)人事及び人材の育成に
関する事項
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3.人事及び人材の育成に関する事項
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3.人事及び人材の育成に関する事項 3.人事及び人材の育成に関
する事項   ′

評1町||

(理由)

Э一体的な組織づくりや能力・成
果の適正な評価などを柱とした人
事方針、人事方針に基づく職員の
異動などに関する基本ルールを定
めた人事管理規程の策定、②若
手、中堅、民間出身者からの年金
事務所長への積極的な人材登用
を行つた。

O正 規職員採用や幹部職
員人事を本部で一括して行
い、組織の一体感の醸成に
努めること。正規職員につ
いては、全国異動を基本と
するキヤリアパターンを確立
すること。

0年 功序列を排し、能力・

実績本位の人材登用や給
与体系等の確立を図るこ
と。

以下の取組により、組織の一体感を
醸成する。
ア 正規職員の採用や幹部職員人事
は本部で一括して行う。
イ すべての正規職員について、全国
異動により管理業務と現場業務の経
験を通じて幹部育成を行うことを基本
とするキャリアパターンを確立する。

ウ 年功序列を排した能力・実績本位
の人材登用や給与体系等を確立す
る。

Э戦略的な人事政策
中期計画に沿つた戦略的な人事政策
を推進する。

Э 中期計画に沿つた戦略的
な人事政策を推進したか。

○一体的な組織づくりや能力・成果の適正な評価な
どを柱とした人事方針を定めるとともに、人事方針に
基づく職員の異動、昇格・降格などに関する基本
ルールを定めた人事管理規程を策定しました。

O機構発足に当たつては、正規・准職員併せて約
1,800人の民間出身者を採用しました。
また、年金事務所長については、幹部候補が早い時
期に経験するポストとして位置づけ、若手、中堅から
の選抜登用(45才 以下24人)や民間出身者からの人
材登用 (51人 )を積極的に行いました。

評価 :B
(理由)

機構発足時に民間出身者を大量
に採用するとともに、年金事務所
長に、民間出身者や旧社会保険
庁出身の若手・中堅職員からの選
抜登用を積極的に行いましたが、
発足後においては、3か月の短期
間であったことから、大規模な人
事は行つていません。
今期は、人事政策を策定する期間
と位置付け、人事方針及び人事管
理規程を策定し、周知しました。
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○「お客様の立場に立った
サービス提供」「コスト意識・
無駄排除」「業務改善」「現
状把握・情報公開」「コミュニ
ケーション能力の向上」と
いつた取組が適正に評価さ
れる人事rIF価制度を導入す
ること。

工 職員の意欲向上、意識改革を図
り、業務の効率化、人材育成に資する
よう、「お客様の立場に立ったサービヌ
提供」「コスト意識・無駄排除」「業務改
善」「現状把握・情報公開」「コミュニ
ケーション能力の向上」といった取組
が適正に評価される人事評価制度を
導入する。また、制度の適正な運営に
より、職員の適切な処遇に反映させる
とともに、必要に応じ、制度の改善を
図る。

② 人事評価制度の推進
全ての正規職員・准職員を対象として、
「お客様の立場に立ったサービス提供」
「コスト意識・無駄排除」「業務改善J「現
状把握・情報公開」「コミュニケーション
能力の向上」といった取組が適正に評
価される人事評価制度を導入し、評価
者]1練等により、制度の趣旨について
職員への徹底を図る。

②「お客様の立場に立った
サービス提供」「コスト意識・無
駄排除」「業務改善」「現状把
握・情報公開」「コミュニケーシ

=ン能力の向上」といった取組が
適正に評価される人事評価制
度を導入し、制度の趣旨につし
て職員への1散底を図ったか。

○職員の「お客様の立場に立ったサービス提供」「コ
スト意識・無駄排除」「業務改善」「現状把握・情報公

署壬鴻 ξヒ■ 、li鵠勝 #け 拐 ‰
底など、人材育成にも資するものとして人事評価制
度を実施することとし、人事評価制度実施規程など
関連の諸規程を整備しました。
制度に基づく人事評価の実施は、平成22年4月 から

夏2こ鶴 螂 認 窪 濡∫ふ富鯖 認
後、各部署において、本部の研修を受講した管理職
員から全職員へ伝達研修を行い、制度の周知・理解
を図りました。

評価 :B
(理由)

年度計画どおりの取組が適正に
評価できる人事評価制度を導入し
ました。
また、制度実施にあたり、全国9ブ
ロックにおいて管理職員を対象と
した研修を実施するとともに、研修
の参加者から各職場において伝
達研修を行うなど、職員へ制度を
周知徹底しました。

「お客様の立場に立ったサービス
提供」等の取組が適正に評価され
る人事評価制度を導入し、管理職
員を対象とした研修を実施した。し
かしながら、お客様への対応に関
する苦情など多くのお客様の声が
受け付けられており、職員の一層
の意識改革を図る観点から、現場
における研修の実施状況を把握
し、制度の趣旨についてのさらなる
職員への徹底を期待したい。

通信研修、内部資格制度、外部資
格取得費用補助制度及びチュー
ター制度などの実施を定めた人材
育成規程の策定など、研修を具体
化するための研修体系の構築に
着手した。今後、研修の実施状況
を把握しながら、取り組む必要が
ある。

0職員の専門性を向上させ
るための研修・教育の充実
を図ること。

オ 職員の専P5性を高めるための体
系的な研修を実施するとともに、社内
資格制度を設ける。

③ 人材の育成
研修その他戦略的な人材の育成を推
進するための準備を進める。

Э 研修その他戦略的な人材
の育成を推進するための準備
を進めたか。

○通信研修、内部資格制度、外部資格取得費用補
助制度及びチューター制度 (※ 19)な どの実施を定

学なた舷肩麟 難 詣 二ξ掌ごまどきテ
黒体化

なお、平成23年 3月 までに間に実施する研修につい

轟 督竃鼎躍亀措肇駅:里t唐Fし
こ`れに基づき、新

評価 :B
(理由)

下記内容を盛り込んだ新研修基
本体系を策定しました。
・通信研修
・内部資格制度
・外部資格取得費用補助制度
・チューター制度
また、新研修基本体系に基づ

き、具体的な検討に着手しました。
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(4)個 人情報の保護に関す
る事項
O職 員に対し、個人情報
保護の重要性についての徹
底を図ること。個人情報に

関するセキュリティー対策を
講じ、個人情報の保護・管
理に万全を期すこと。

4個人情報の保護に関する事項
公的年金事業に対するお客様の信

頼回復を図るため、以下の取組によ
り、個人情報の保護・管理に万全を期
する。

4 個人情報の保護に関する事項

111:■ ||||11111:

4個人情報の保護に関する事
項

聰 劉 酬
装置のアクセス制限、委託先業者
に対する個人情報に係る検査実施
手順の策定・監督を行つた。
しかしながら、全職員を対象とした
研修を実施することができなかつ
たこと、本年においてはプライバ
シーマークの基準を踏まえた十分
な個人情報のセキュリティー対策

ぼ碁 組 窃 新 た言
抑ヽ で

「

ア 効果的な研修の実施やセルフ
チェックの仕組みの導入などにより、
職員に対して個人情報保護の重要性
についての認識を徹底する。

Э 職員に対して個人情報保護の重要
性についての認識を1散 底するため、全
職員を対象とした効果的な研修の実施
やセルフチェックの仕組みの導入を行
う。

Э 職員に対して個人情報保
護の重要性についての認識を
徹底するため、全職員を対象と
した効果的な研修の実施等を
行つたか。

O個人情報保護研修については、研修教材を作成
し、本部から年金事務所等に対し、各職場において
新規採用者に対して速やかに実施するよう指示を行
うとともに、新任年金事務所長に対しては、平成22年
2月 に直接研修を行いました。
また、職員ひとリー人が日々の業務における個人情
報保護の取組状況を確認できるよう、セルフチェック
シートを作成しました。今後、四半期毎にセルフ
チェックを実施する予定です。

評価 :B

(理由)

個人情報保護の徹底については
個人情報保護10か条を記載した
役職員必携を全役職員に配布しま
した。また、個人情報保護研修に
ついては、研修資料やセルフ
チェックシートの作成等を行い、配
布しましたが、更なる意識のイ散底
が課題と考えています。
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イ 生体情報認証によるアクセス制御
やアクセス内容の監視などシステム上
の対策を講ずる。

② 個人情報保護のため、生体情報認
IIEによる厳格なアクセス制御、日本年
金機構個人情報保護管理規程の職員
への周知徹底、アクセス内容の監視、
個人情報にかかわる業務を委託する
場合における厳格な委託先の選定と業
務の監督等を行う。

② 個人1青報保護のため、生
体情報認証による厳格なアク
セス制御やアクセス内容の監
視等の取組を行つたか。

〇年金記録の入力や検索を行うことができる全ての
オンライン端末装置の使用について、生体情報認証
によるアクセス制限を行い、厳格な管理を実施しまし
た。また、オンラインシステムヘのアクセス内容の監

斃 [講 鯛 纏 辮 襲 確 認 鰹 ]臨
行うとともに、オンラインジャーナル検索結果一覧表
による不正なアクセス調査を定期的に実施すること
とし、調査を実施するための準備を行いました。

○業務の委託にあたつては、個人情報保護に係る
管理体制や措置等の内容に関し、委託業者選定審
査チェックリストや契約書審査チェックリストに基づく
審査等を実施の上、委託業者を選定するとともに、
委託先事業者に対する個人情報に係る検査実施手
順を定め、適正な監督を行いました。

評価 :B
(理由)

システム対応のインフラ整備はで
きており、アクセス制御等は行わ
れています。今後は、実施状況の
把握に努めることが必要であると
考えています。

ウ プライバシーマークの基準を踏ま
えつつ、事務室や窓口において、徹底
したセキュリティー対策を講ずる。

工 個人情報に関わる業務を外部委
託する場合において、厳格な委託先
の選定及び監督を実施する。

③ プライバシーマークの基準を踏ま
えつつ、事務室や窓口において、1散底
した個人情報のセキュリティー対策を
講ずる。

③ プライバシーマークの基準
を踏まえつつ、事務室や窓口に
おいて、徹底した個人情報のセ
キュリティー対策を講じたか。

○事務室等における個人情報のセキュリティー対策
については、プライバシーマークの基準を踏まえて、
平成22年 度にコンサルタントを活用した分析等を行
い、物理的なセキュリティー対策を含めた情報管理
の中期計画を策定することを予定しています。

評価 :C
(理由)

事

ま

は

な

き

サ

キ

理

す

務所等における個人情報が含
れている紙媒体の管理について
、保管スペースの問題や物理的
セキユリティーが十分に確保で
ていません。平成22年度にコン
ルタントを活用して、物理的なセ
ュリティー対策を含めた情報管
の中期計画を策定する予定で
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V予 算、収支計画及び資金計画
「Ⅲ 業務運営の効率化に関する事
項Jで定めた事項に配慮した中期計画
の予算、収支計画及び資金計画を作
成し、当該予算による運営を実施する
ことにより、日本年金機構の財務内容
の改善を図る。
1 予算

別紙1の とおり。
2収支計画

別紙2のとおり。
3資金計画

別紙3のとおり。
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予算、収支計画及び資金計画
予算については、別紙1の とおり。
収支計画については、別紙2のとお

資金計画については、月1紙 3のとお

V予 算、収支計画及び資金
計画
経費の節減を見込んだ平成21

年度計画の予算を作成し、当
該予算による運営を効率的に
行うことができたか。
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O平 成21年度の予算、収支計画及び資金計画に対
しての予算執行等の実績は、財務諸表及び決算報
告書のとおりです。

評価 A
(理由)

中期計画、年度計画に基づき予算
等を作成するとともに、予算執行
については、入札実施に伴う調達
コストの低減や業務量の見直し等
により、一般管理費 (人件費を除
く)については当初予算額 (27.2億

円)を 33億 円(123%)、 業務経費に
ついて当初予算額(5298億円)を

1836億 円(34.6%)下 回る効率的な
執行を行うことができました。

評価| B‐

(理由)

一般管理費については、緊急
性の高い修繕に限つたことや業
務経費の入札実施に伴う調達
コストの低減、消耗品等の購入
計画の見直しにより抑制され
た。
業務経費については、22年 1～

3月 の執行額は予算額を下回っ
てはいるが、執行管理を計画的
に行つた結果とは言い難い。




